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環境省自然環境局長 奥田 直久 
 

7 月 1 日付けで

自然環境局長を拝

命した奥田直久で

す。3 年ぶりに自

然環境行政を担当

することになりま

したので、よろし

くお願い申し上げ

ます。また、この

機会を借りまし

て、自然環境共生

技術協会員の皆様に、日頃より自然環境行政の

推進にご理解、ご協力頂いていることに、心よ

り感謝申し上げたいと思います。 

さて、新型コロナウイルス感染症に翻弄され

る日々が続いておりますが、その影響は環境行

政にも及んでいます。その一つが、当初 2020 年

10 月に開催予定していた生物多様性条約第 15 回

締約国会議（CBD-COP15）の延期です。その後、

幾度かの延期を経た後、2021 年 10 月にまずは第

一期を行い、実際の交渉は 2022 年４～５月に開

催予定の第二期において行う、という変則的な

開催予定となりました。 

CBD-COP15 は、COP10（2010 年、名古屋）で採

択された「愛知目標」の次の世界目標（ポスト

2020 年世界枠組）を決定する重要な世界会議で

すが、これに向けて、世界の首脳レベルでも議

論が行われてきています。 

例えば、本年の 6月のＧ７サミット（英国コー

ンウォール）で採択された「G7 2030 年自然協

約」の中には、世界及び G7 各国レベルで「2030

年までに、陸地及び海洋の少なくとも 30％を保

全又は保護すること（30by30）」が盛り込まれま

した。この 30by30 は生物多様性条約の次期世界

目標にも含まれているところですが、サミット

の成果もあり、日本国内での 30by30 の議論も加

速化されています。 

環境省としては、来年 5月の次期世界目標決定

までに、日本における 30by30 の達成を目指すた

めのロードマップを策定し、公表する予定です。

そして、この 30by30 達成に向けた「鍵」となる

ものと考えている方策が「OECM」です。「OECM」

とは、「保護地域以外で生物多様性の保全に資す

る地域」のことです。環境省では、民間取組等

による生物多様性保全に貢献する区域を認定す

る仕組みを構築するため、令和２年度から有識

者による検討会を開催してきました。例えば、

水源の森のような企業有林、鎮守の森のような

社寺林、都市内の再開発エリアに整備された緑

地なども認定される区域の候補となり得ると考

えています。2022 年度から試行的認定が開始で

きるよう、現在、認定基準を含めた仕組みにつ

いて、鋭意検討を進めているところです。 

こうした国内外の情勢も踏まえつつ、自然・

健康への関心が高まるウイズコロナの時代にお

いては、地域の自然の保護と利用を図りながら

「分散型社会」への移行を進める必要がありま

す。このため、令和４年度概算要求では、OECM

の仕組みやデータ整備、30by30 ロードマップや

新国家戦略の策定のみならず、国立公園等の区

域拡張や魅力向上、生態系を活用した防災・減

災、鳥獣保護管理や外来生物対策強化の推進な

どを含めています。このほかにも、これらを盛

り込んだ自然を活用した地域活性化や、国立公

園の脱炭素化を目指す地区を支援するゼロカー

ボンパーク、分散型電源としての地域共生型地

熱利活用の促進なども重点の一つになっていま

す。 

これら各種施策を推進するに当たっては、自

然環境共生技術協会員の皆様との連携が不可欠

です。今後とも皆様との協力を充実させていけ

ればと考えておりますので、どうぞよろしくお

願い申し上げます。  

1.巻頭言 
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１．開催日：令和 3年 8月 16日（月） 
２．開催方法：ZOOM によるリモート講演会 
３．演題：「2022 年の自然公園－公園法改正、ア

フターコロナ、ポスト 2020」 

４．講師：愛甲哲也氏 

   北海道大学大学院 

農学研究院准教授 

５．講演会概要 

【新型コロナの影響】 

・新型コロナの感染拡

大によって公園利用

者が減少し、当然、外国人利用者のほとんど

がいなくなってしまった。緊急事態宣言やま

ん延防止措置が出るのに合わせて各地でビジ

ターセンター等の施設が閉館している。 

・新型コロナの影響で携帯電話の位置情報を使

った利用者のモニタリングが行われている。

このようにビッグデータを使って利用者数の

動向を把握するのも大きな変化といえる。 

・山と渓谷社が昨年、登山者の意識について行

ったオンラインアンケートによると、宿泊を

伴わない山やコースを選ぶ、山やコースの難

易度を下げる、居住地から遠くない山やコー

スを選ぶなど登山者の意識が変わってきてい

る。また、いままで山小屋に泊まっていた人

でもソロキャンプで宿泊する人が増えている。 

・人が全くいない状態からかなり混雑している

状態までの写真を見て、どこまで許容できる

か調べると、人の密度や距離に対してセンシ

ティブになっていることがわかる。 

・登山道ですれ違ったときに、どちらかがマス

クをしていないとどちらかが立ち止まって距

離をおくなど、スペースの使い方や必要とさ

れるスペースも変わってきている。 

・避難小屋は山小屋として使われていることが

多いが、「緊急避難の場合以外は泊らないでく

ださい」とお願いしている（大雪山国立公園）。 

・登山道上で人とすれ違う時に距離を取ること

によって、道を踏み外して周辺の植物を踏む

ことがないよう呼び掛けている。 

・人が込みやすい場所（山頂、休憩場所など）

を安心して利用いただくために、エリアごと

にマップを作って密になりやすい場所をお知

らせしている。 

・密になりやすい日、混みやすい日も予測して

広報している。アンケート調査では混雑カレ

ンダーを見たことがある人は 2割ほどだが、こ

れを見て行動を変える登山者はせいぜい 10%程

である。今後どのようにして行動を変える人

を増やすかが課題である。 

・国立公園は環境省だけで管理しているわけで

はないので、山小屋などを含めた民間の事業者、

市民団体やボランティアなどとの連携・支援を

強化していく必要がある。 

【自然公園法の改正】 

・改正点の 1点目は、自然体験活動を促進する自

然体験活動促進計画制度を創設すること。 

・２点目は廃屋などが問題になっている集団施

設地区などの景観のマスタープランを地域の

方による協議会が作成した場合には許認可の

手続きを簡素化すること。 

・3点目は餌付けの規制である。 

【餌付けの話】 

・北海道では、簡単にクマを見ることができる

が、より近くに寄りたいという人がおり問題

視されている。 

・観光客が車の中からパンを投げる、釣り人が

放置したサケやおにぎりの入ったバッグにヒ

グマがいついてしまうなど、観光客やカメラ

マンによるさまざまな事件が起きている。 

・知床では自然センターでシャトルバスに乗り

換えてそこから奥へは全てバスで移動すると

いう社会実験を行い、高い評価を得ている。

今後、検証結果をどのように導入するか議論

することが期待されている。 

【OECM】 

・OECM とは、保護地域以外の里地里山や都市公

園、社寺林なども認証することによって生物

多様性を保全する手法のこと。 

・実際にどういうところを保護地域とネットワ

ークさせるのが OECM として適切か、保護地域

の有効性を評価するシステムとうまく組み合

わせて検証を進める必要がある。 

【リピート・フォトグラフィ】 

・昔撮られた写真と現状の写真を同じ場所、同

じ構図で比較し、写真に写っている要素を経

年で比較する手法のこと。 

・この手法は、自然環境の変化、温暖化の影響

などの把握に有効である。 

・自然公園がどういう風景を守ってきたかを確

認することができる。 

・保全・修繕する目標の共有に活用する。 

【まとめ】 

・コロナ禍でモニタリングの重要性が再認識さ

れている。 

・保護地域の量の拡充も国際的には求められて

いるが、質の向上やその評価が必要である。 

・利用のゾーニングを公園計画に位置づけ、メ

リハリのある施設整備・サービスの提供が必

要である。 

・国立公園 100年を機に果たしてきた役割を再認

識する。           （事業委員会 河野勝） 

2.令和 3年度特別講演会報告 
 

 



- 3 - 

 

「達古武湖における水生植物の保全・再生」 

 

達古武湖は、かつては複数の絶滅危惧種を含

む多様な水生植物が生育する、水草の宝庫とも

呼べる湖でした。しかし 2000 年頃から富栄養化

の進行でアオコが発生し、透明度が低下したた

め沈水植物の種数や現存量が減少しました。

2006 年ごろにはアオコに代わりヒシの分布が拡

大したことでヒシ以外の浮葉植物も減少し、湖

内の水生植物の多様性が大きく低下しました。 

 こうした状況の改善のため、2013 年 2 月に

「達古武湖自然再生事業実施計画」が策定さ

れ、対策が実施されています。達古武湖では

ヒシと混生する保全対象種を傷つけないよう、

水生植物を選別しながら鎌を用いてヒシを手

で刈取るとともに、アオコ発生の有無を監視

しながら慎重に刈取り面積を拡大することと

しています。継続した対策により、保全対象

種のネムロコウホネやヒツジグサの生育面積

が拡大した他、近年見られなくなっていたフ

ラスコモ属の一種が確認されました。 

ヒシの刈取りを継続したことで一定の効果は

ありましたが、湖内水質の富栄養状態は続いて

おり、対策区域の外ではヒシの影響で水生植物

の種数も減少しています。また、長期的な自然

再生の取組が課題です。地域での取組体制の構

築に資することを狙いとして、地元自治体と連

携した市民参加型のヒシ刈りイベントが開催さ

れています（今年は感染症拡大防止のため中止）。

自分の行動が自然再生に結びつく実感が得られ

るとして、リピート参加やボランティア参加を

希望する声も多く、今後も多様な主体が自然再

生に参画できるイベントが望まれています。 

（文：いであ株式会社 福原富士美 

 写真：環境省釧路自然環境事務所からの請負

業務での撮影） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

T2刈取り区（2019年 7月）経年の刈取りで
ヒシが減った。黄色い花はネムロコウホネ、
白い花はヒツジグサ。 

 T3対照区（2019 年 7 月）刈取りを行わない区
画ではヒシが一面に広がっている。コドラート
の大きさは 1m×1m（T2写真も同じ）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

前回の刈取り（2018 年 7月）から約 1年後
（2019 年 6月）の刈取り区と対照区の空撮 

 自然再生体験としてカヌーに乗ってヒシ刈りが
できる人気のイベント 

3.「自然（景観）再生図鑑」第 5回 

 

 

  
 

 

T2(刈取り区) T3(対照区) 
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令和 3 年度通常総会が令和 3 年 9 月 14 日にア

ルカディア市ヶ谷にてオンラインを併用して開

催されました。冒頭、NECTA 森本会長の挨拶に続

き、来賓として環境省堀上自然環境計画課長か

らご挨拶をいただきました。 

 

（来賓 環境省堀上自然環境計画課長）リモート 

 

議事は、令和 3 年 8 月 24 日に令和 3 年度第 1

回理事会で書面決定された議案を、令和 3年 9月

14 日に開催された令和 3 年度通常総会に議題と

して上程し、議決されました。 

 

令和 3年度通常総会 

＜議 題＞ 

（１）決議事項 

① 第 1号議案 令和 2年度事業報告の件 

② 第 2号議案 令和 2年度決算の件 

③ 第 3号議案 理事選任の件 

（２）報告事項 

① 令和 3年度事業計画及び収支予算の件 

② 委員会委員長及び副委員長の委嘱について 

 

〇令和 2年度事業報告（第 1号議案） 

令和 2年度（令和 2年７月 1日～令和 3年 6月

30 日）の「一般社団法人自然環境共生技術協会」

の運営及び事業活動については、令和 2年度事業

計画に基づき、会員各位のご協力により、活発

な事業展開を図ることができた。 

企画運営委員会、総務委員会、事業委員会、

広報委員会及び研究委員会においては、それぞ

れの所掌事項に関する運営方針に基づき、協会

活動の円滑な推進、事業計画の適正な執行、講

演会・セミナー・講習会の開催等による事業活

動の充実、広報活動の充実、自然環境共生技術

に関する研究活動の推進など、積極的な取り組

みを行った。 

令和 2 年度における会員の異動、総会、理事会、

各委員会の開催状況及び事業活動の概要は、以

下のとおりである。 

１．会員の異動 

令和 3 年 6 月 30 日現在における会員数は次の

とおりである。 

会員種別 

令和 2年 

７月 1 日

現在会員

数 

入
会
者
数 

退
会
者
数 

令和 3 年

6月 30日

現在会員

数 

備

考 

正会員 33 0 0 33  

賛助 

会員 

法

人 
0 0 0 0  

個

人 
5 0 0 5  

特別会員 3 0 0 3  

計 41 0 0 41  

 

２．総会、理事会、各委員会などの開催 

１）総会、理事会、各委員会などの開催状況 

総会、理事会及び各委員会を次のとおり開催

した。 

区 分 開 催 回 数

（回） 

通常総会 1 

通常理事会(うち書面決議 1回) 2 

臨時理事会 1 

審議委員会（文書会議） 1 

 

 

委員会 

企画運営委員会

（うちオンライン

会議 6回） 

12 

総務委員会 2 

事業委員会 3 

広報委員会 4 

研究委員会 6 

 

２）各委員会の活動 

（１）企画運営委員会 

協会活動全般に亘る情報交換を積極的に行い、

事業計画執行上の総合的な調整を図るとともに、

協会全体としての事業活動の効率的かつ円滑な

推進に努めた。また、一般社団法人としての運

営の維持・充実を図るため、会員の拡大策など

に関する検討を行った。 

（２）総務委員会 

協会の適正な管理・運営を図るため、規程・

規則などの充実、会員の拡大・拡充についての

検討を行った。また、予算案､決算案の作成・検

討、総会及び理事会の開催準備などを行った。 

（３）広報委員会 

協会内外への広報活動の充実を図るため、協

会のパンフレットを改訂･発行するとともに、協

4.令和 3年度通常総会報告 
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会の活動状況などを伝えるためニュースレター

を４回発行した。 

また、ホームページにより、協会の機能や活

動状況を紹介し、協会活動の広報に努めた。さ

らに、2020 年版会員名簿の更新・発行を行い、

会員、関係機関などに広く配布した。 

（４）事業委員会 

講演会、セミナー（野外セミナー）、技術士第

二次試験受験講習会などの事業を計画・実施し、

技術力の向上と人材の育成に努めた。毎年 6月と

9 月に実施していた講演会は、新型コロナ感染拡

大防止の観点から中止し、平成 3 年 8 月 16 日に

オンライン講演会を実施した。野外セミナーに

ついては、規模と人数を縮小し、「京都で展開す

る新しい雨庭」をテーマに開催した。技術士第

二次試験受験講習会については、オンライン形

式で実施したが、全国各地より参加応募があり、

新たな需要を発掘することができた。 

（５）研究委員会 

研究活動の企画、円滑な推進、各研究会の成

果のとりまとめ及び成果の効果的な活用に努め

た。当協会では、独自の研究活動を積極的に推

進するため、会員の中から研究員が参加する３

分野の自主研究会により研究活動を継続してい

る。また、次年度以降、定期的な技術セミナー

についても再開する予定である。 

 

３．事業活動 

１）調査・研究活動 

（１）自主研究活動  

①自然とのふれあい技術研究会 

令和２年度は、「自然公園等施設の防災機能の

強化について」について関係者に講師をお願い

してテーマにそった話題提供や技術報告をして

もらい、研究会メンバーの知識及び技術の向上

に資する研究活動を行った。研究会は、オンラ

イン会議も併用して環境省オブザーバーにも出

席していただき、合計 5回開催した。 

②自然再生技術研究会 

自然再生推進法が成立してから 20 年が経過し

たことを踏まえ、新たな研究テーマを検討した。

検討にあたり、令和 3年 1月、環境省の方をお招

きしての自然再生事業に係る意見交換会を開催

した。現在、環境省では、自然再生事業の推進

及びさらなる活性化を図るため「普及啓発活動

の強化」に力を入れているとのこと、20 年間の

成果を評価できる手法を検討し、表彰制度など

含め協議会活性化に向けた取り組みの可能性に

ついて検討することとした。    

③生物多様性技術研究会 

令和２年度は、コロナの影響により休止して

いた活動を令和 3年４月から再開し、過年度から

検討してきた「生物多様性地域戦略のあり方」

に関する議論を３回行った。行政界に捉われな

い生物多様性の保全と活用に係る戦略のあり方

を視点に、ケーススタディとして多摩川流域内

で策定されている地域戦略の内容を吟味し、生

態系サービスの供給マップによる施策策定に関

する検討を行った。今後さらに検討を進め、地

域戦略の手引きに記載すべき内容について整理

することにした。また、新たに「パブリックス

ペースとプライベートスペースをつなぐ生物多

様性～庭から始まる生物多様性～」をテーマと

した研究を開始し、研究の位置づけ、手順、工

程等についての議論を２回行った。令和 3年度内

に事例収集整理、個別技術の抽出整理を目指す

ことにした。 

 

(２)受託調査活動 

環境省から以下の 2件の業務を受託し、会員企

業の嘱託研究員が中心となって各業務に対応し

た。 

①令和 2年度自然公園等施設技術指針（気候変動

×防災、新技術の活用）検討調査業務 

自然公園等技術指針のうち「気候変動×防災」

に関する部分を新規に策定するための検討調査

を行った。 

②令和 2年度自然公園等工事積算基準（自然公園

編）検討調査業務 

標準積算基準書を準用する工種については積

算基準から削除するとともに、環境省独自の工

種については実情に即した歩掛に改定すること

を目的として検討調査を行ない、工事積算基準

の改正案を作成した。 

 

２）技術の向上と技術者の育成を図るための活動 

（１）特別講演会：新型コロナウイルス感染対

応緊急事態宣言を受け開催自粛 

（２）自然環境共生技術研究会 （CoNECT）  

①第 3回自然環境共生技術研究会   

・日時：令和 2年 11月 17日(火)13：00～18：00

～同 18日(水)9：30～15：00 

・場所：中央合同庁舎 5 号館 19 階会議室及び

Webexを用いたオンライン形式  

・主催：環境省自然環境局及び一般社団法人自

然環境共生技術協会 

・参加者：環境省職員 90 名、NECTA 会員 92 名、

総数 182名 

・次第： 

（11月 17日） 

司会：NECTA 阿部広報委員会委員 

開会挨拶：鳥居自然環境局長 

セッションⅠ：保全管理（4件） 

セッションⅡ：広域計画（4件） 

特別講演：「グリーンインフラとしての生態系の

管理と保全」徳島大学大学院教授 鎌田磨人氏 
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（11月 18日） 

司会：NECTA 阿部広報委員会委員 

セッションⅢ：情報整備（4件） 

セッションⅣ：管理運営（4件） 

セッションⅤ：施設整備（5件） 

表彰式：審査員/植田自然環境計画課長 

NECTA森本会長 

（表彰受賞者） 

局長賞：竹中康進氏（沖縄奄美自然環境事務所

西表自然保護官事務所）『西表島の自然環境保

全のための適正な観光管理に向けた取組』 

局長奨励賞：岸秀蔵氏 (上信越高原国立公園管

理事務所）『シェルパ族による登山道修繕作業』     

協会会長賞：増澤直氏、荒井章子氏、齋藤剛氏、

今野尚美氏（㈱地域環境計画）『やんばる国立

公園の地生態学図の作成とその活用について』 

協会長奨励賞：関口準紀氏 (ラスコジャパン)

『自然公園等施設における最新事例と新技術

の紹介』 

閉会挨拶：NECTA 森本会長 

 

②第４回自然環境共生技術研究会  

・日時：令和 3 年 6 月 14 日(月)13：10～18：00

～同 15日（火）9：30～15：40 

・形式： Web 会議システム Webex を用いたオン

ライン形式 

・主催：環境省自然環境局及び一般社団法人自

然環境共生技術協会 

・参加者：環境省職員 207 名、NECTA 会員 105 名、

総数 312名 

・次第： 

（6月 14日） 

司会：NECTA 阿部広報委員会委員 

開会挨拶：鳥居自然環境局長 

セッションⅠ： 野生生物管理（発表 5件） 

セッションⅡ： モニタリング・データ共有 

(発表 4件) 

特別講演：「小さな自然再生とオープンなデータ

と緩やかな保護区」兵庫県立人と自然の博物

館 主任研究員 三橋弘宗 氏 

（6 月 15日） 

司会：NECTA 阿部広報委員会委員 

セッションⅢ： 固有種保全・外来種対策 

(発表 4件) 

セッションⅣ： 計画・維持管理（発表 5件） 

セッションⅤ： 施設整備(発表 5件） 

表彰式：審査員/植田自然環境計画課長 

NECTA森本会長 

（表彰受賞者） 

局長賞： 阿部愼太郎氏(奄美群島国立公園管理

事務所)『奄美大島におけるマングース根絶確

認と防除完了に向けた取組』 

局長奨励賞：馬庭康太氏(京都御苑管理事務所）

『京都御苑における雨庭整備』 

協会長賞：依田麻友子氏(西武造園)『水陸両用

藻刈り船を用いた滋賀県琵琶湖の水草・外来

種除去および 琵琶湖を核とした資源循環につ

いて』 

協会長奨励賞：和田夏海氏(アジア航測)『環境

に配慮した再生可能エネルギー導入検討に向

けた藻場分布図作成』 

閉会挨拶：NECTA 森本会長 

（３）野外セミナー  

期 日：令和 2年 12月 2日 (12名参加) 

テーマ：京都で展開する新しい雨庭  

見学地：京都動物園、四條堀川交差点、 

日新電気研修センター、京都駅ビル  

（４）技術士第二次試験受験講習会 

・受験講習会テキスト改訂及び配布 

・受験講習会の開催：Zoom によるリモート講習

会（令和 3年 5月 28日（金）受講者 20名） 

（５）ＣＰＤの推進 

会員技術者の継続教育を推進するため、造園

学会を中心に構成される造園ＣＰＤ協議会に参

加し、講演会、講習会、セミナーをＣＰＤ認定

プログラムとして申請し、実施した。 

 

３）情報提供等に関する活動 

（１）ニュースレター 

会員への情報提供として第 65号～第 68号を発

行した。 

（２）パンフレット・会員名簿 

協会パンフレットを改訂した。また､2020 年版

会員名簿を編集作成し、会員及び関係機関など

へ配布した。 

（３）ホームページ 

当協会のホームページの情報更新を随時、実

施した。 

（４）報告書・講演録等の発行 

【テキスト】 

・環境部門：自然環境保全･環境保全計画講習会

テキスト（令和 3年 5月） 

【会員名簿】 

・2020年版会員名簿(令和 2年 12月) 

（５）自然環境共生に関する情報収集及び発信 

研究活動などを通じて自然環境共生技術に関

連する情報の収集・集積を図った。さらに、関

連団体主催セミナーなど開催情報、関係省庁か

らの事務連絡などを会員に発信した。 

（６）環境省との令和３年度予算要求に係る 

意見交換会 

令和 3年度予算要望の概要について、令和 2年 12

月 11 日に都内会議室及び Webex を用いたオンラ

イン形式において、環境省担当者と会員会社担

当者との意見交換会を開催した。 



- 7 - 

〇令和 2年度決算の件（第 2号議案） 

別紙「令和 2 年度決算」（巻末）が、上杉総務

委員長より報告された後、杉本監事から監査報

告が行われ、全会一致で報告のとおりとされま

した。 

 

〇理事選任の件（第 3号議案） 

今般、佐藤四郎理事より理事の辞任届が提出

され、併せて、後任として上杉哲郎氏を推薦さ

れ、下記可決されました。 

なお、任期は令和 4年 9月の令和 4年通常総会ま

でとなります。 

新理事 上杉哲郎 

(株)日比谷アメニス 取締役 環境緑花研究室長 

 

〇通常総会の開催等 

 9 月 14 日に令和 3 年度通常総会が開催され、

令和 2年度の事業報告及び決算について承認をい

ただくとともに、新理事の選任が行われました。

あわせて、令和 3年度事業計画及び収支予算等に

ついて報告を行いました。今回の総会の開催に

当たりましては、各地で新型コロナウイルス感

染症緊急事態宣言中であったことから、会員の

皆様には可能な限り委任状を提出いただき、総

会への出席を最小限としていただいた上での開

催とさせていただきました。その中で、環境省

の堀上自然環境計画課長には、たいへんお忙し

い中にもかかわらず、ウェブでのご参加をいた

だき、ご挨拶を頂戴いたしました。一方、恒例

では総会にあわせて特別講演会を開催してまい

りましたがこれも今回は見合わせさせていただ

きました。 

 本来、総会は年一回、会員が一堂に会する貴

重な意見交換、懇談の機会ですが、昨年度に引

き続いて、このような形での総会開催となりま

したことにつきましては、誠に残念であったと

ころです。 

 今回の総会開催につきまして、ご理解とご協

力いただきました会員の皆様、ウェブでのご参

加をいただきました環境省の皆様には厚く御礼

申し上げる次第です。次年度こそ、NECTA 諸行事

につきまして、正常化ができますよう、新型コ

ロナ感染症蔓延の一日も早い沈静化を願うとこ

ろです。  (文責：企画運営委員長 神田修二) 

【委員会活動】 

＜企画運営委員会＞ 

第 1回 令和 3年 7月 13日 

第 2回 令和 3年 8月 4日 

第 3回 令和 3年 9月 8日 

＜総務委員会＞ 

 随時、理事会・総会での決算報告について等 

＜事業委員会＞ 

 令和 3年 8月 16日特別講演会開催 

＜広報委員会＞ 

 令和 3年 7月 31日 NECTA NEWS 第 69号発行 

＜研究委員会＞ 

第 1回 令和 3年 7月 2日 

第 2回 令和 3年 8月 6日 

第 3回 令和 3年 9月 2日 

【生物多様性技術研究会の活動】 

平成 14年（2002年）12月に自然再生推進法が

成立しました。NECTA は設立当初から本法に基づ

く自然再生事業に関わる技術的な課題解決等に

向けた自然再生技術研究会を設け、関連業務の

実施及び自主的研究を行ってきました。こうし

た中で生物多様性の保全と持続可能な利用に関

する施策を総合的・計画的に推進することで、

豊かな生物多様性を保全し、その恵みを将来に

わたり享受できる自然と共生する社会を実現す

ることを目的とした生物多様性基本法が平成 20

年６月に施行されました。 

生物多様性技術研究会は「生物多様性の確保」

に向けた技術的な課題等に焦点を絞り、自然再

生推進法第１条に掲げられた目的である「生物

の多様性の確保を通じて自然と共生する社会の

実現を図る」ため、生物多様性国家戦略・地域

戦略や関連諸計画等に示された生物多様性確保

の考え方、生物多様性保全に係る自然再生創出

等の具体的な技術、CSR 活動及び地域連携の取組、

生物多様性の主流化に向けた動きなどについて

調査研究することを目的として活動を実施して

います。 

これまでに飯能・西武の森を事例とした企業

による森林再生・活用のあり方に関する研究

（H22～25 年度）を実施し、報告書としてとりま

とめました。研究の結果、企業の森づくりの生

物多様性評価（特に生物多様性や生態系サービ

スの保全の観点）を行うために、明確な「ある

べき姿（目標）」設定が必要であることが明らか

になりました。この｢あるべき姿（目標）｣は、

単に住民の要求や企業の意向によって設定され

るべきではなく、1)地方行政の政策や当該地域

での諸活動の現状、2)地域の歴史的変遷や文化

的固有性、3）地域の自然的情報を可能な範囲で

6.協会活動報告 
(令和 3年 7 月 1日～9月 30 日) 

 

5.NECTA最近の動き 
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収集・整理したうえで、地域の生物多様性の変

化の状況把握とその要因抽出を行うなかで設定

されることが望ましいと考えられました。 

また H26～H28 年度には、第 2 回の自然再生基

本方針の改正の際に新たに加えられた自然再生

協議会に依らない「小さな自然再生」とは何か

について研究を行い、『H28 年度小さな自然再生

に関する基礎調査業務報告書 H29 年３月』（環境

省請負業務）としてとりまとめました。本検討

では小さな自然再生の定義のほか、小さな自然

再生が必要とする技術、自然再生の活動への参

加の容易さ・制約、対象とする生態系別に自然

再生や活動の連携の容易さ・制約が異なること

がわかりました。今後の課題としては活動資金

を含む多岐にわたる支援の必要性が挙げられ、

対象とする生態系別の自然再生の特性を踏まえ

つつ、行政がリードする（引っ張る）、サポート

する（後押し、補助）、アドバイスするといった

対応を、活動の状況に応じて関わり方を柔軟に

行うことの必要性が挙げられました。（関連参考

環境省 HP から:小さな自然再生活動事例集 

https://www.env.go.jp/nature/saisei/pamph-

27/tiisanashizensaisei-1.pdf） 

その後、コロナによる R2 年度の活動休止を挟

み、生物多様性地域戦略の策定状況と課題の整

理、環境基本計画、緑の基本計画等、縦割りで

実施されている地域における生物多様性関連施

策に対して、生物多様性地域戦略が関連施策の

プラットフォームとなるための考え方の検討、

ケーススタディの実施、地域戦略の手引きに記

載すべき内容等について整理しています。 

 更に R3 年度からは、新たに「パブリックスペ

ースとプライベートスペースをつなぐ生物多様

性～庭から始まる生物多様性～」をテーマとし

た研究を開始し、年度内に事例収集整理、個別

技術の抽出整理を目指すことにしています。 

(研究副委員長・生物多様性技術研究会幹事 柏原 聡) 

 

◆自然環境共生技術セミナー開催の御案内 

「令和 3年度自然環境共生技術セミナー(第 1回)」 

＜開催内容＞                                 

・講演者：鷲谷いづみ氏 東京大学名誉教授 

自然環境共生技術協会研究顧問  

・講演内容：「生態系スチュワードシップと 

自然再生事業について」 

～これからの自然再生事業～ 

＜開催概要＞                                   

・日時：令和３年 11 月５日(金)15時～17時 

・場所：(一社)自然環境共生技術協会 会議室 

東京都中央区八丁堀 3-23-5八丁堀スクエアビル 4F 

電話：03-6280-3722 

・開催方法：オンライン配信（上限 100名） 

  当日の質問等はチャットで受け付けます。 

・参加費：無料（事前申込必要） 

＜登録方法＞ 

・参加申込：(一社 )自然環境共生技術協会

（NECTA）事務局 

 e-mail necta-1@necta.jp 

上記メールアドレスに登録事項（ご氏名、

ご所属、電話番号、メールアドレス）を記載

の上、10月 29日までにお申込下さい。 

 

 

◆書籍紹介 

◎「生態学大図鑑」(2021 年 8月 31日発行) 

鷲谷研究顧問訳で内容もネーミングも評判で

す。生態学のテーマ別「図鑑」として、生態学

の全体像を概観、SDGs の本質を理解し、地球環

境問題を解決する一助となるでしょう。 

 

 

≪編集後記≫ 

 コロナによる制約が、やや緩んできたところ

で、当協会の活動も活発化しつつあるようです。 

久々の「技術セミナー」の開催は、研究委員

会の活動が再開された証として受け止められま

す。第 1回は鷲谷研究顧問による生態学＋自然再

生事業についての我々への伝承です。第 2回、第

3 回も年内に開催される予定ですので、奮って登

録の上ご参加ください。 

また、これも数年ぶりですが、「書籍紹介」の

コーナーが復活しました。広報サイドも悶々と

した中、勉強不足でご無沙汰していました。行

政や先生方等からのご推薦も受け、次号（新年

号）でもご紹介・掲載できたらと思っています。 

では、まずは連日のリモート業務をこなしな

がら、年内をご無事に乗り切ってくださるよう

お祈り申し上げます。 

広報委員長 市原信男  

7.お知らせ 

https://www.env.go.jp/nature/saisei/pamph-27/tiisanashizensaisei-1.pdf
https://www.env.go.jp/nature/saisei/pamph-27/tiisanashizensaisei-1.pdf
mailto:necta-1@necta.jp
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（別 紙） 

令和 2年度決算の件 

（令和 2年 7月 1日から令和 3年 6月 30日まで） 
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